
令和５年度一般会計補正予算（第５号）の概要
≪１２月補正予算追加分≫

令和５年１２月２０日 尾張旭市総務部財政課

編 成 方 針

◎国の経済対策に基づく物価高騰等対策として、住民税非課税世帯、及び、住民税均等割のみ課税世帯に対して給付金を給付

するため必要な経費について、補正予算を編成するもの。

予 算 規 模

◎一般会計分 ６３４，８００千円

概 要

１

住民税非課税世帯等価格高騰給付金〔福祉政策課〕 ６３４，８００千円（国10/10）

・住民税非課税世帯に１世帯当たり７万円、住民税均等割のみ課税世帯に１世帯当たり１０万円を給付する。
※こども加算あり（当該世帯で扶養されている１８歳以下の児童１人当たり５万円を加算）

【 詳細は次ページ参照 】



令和５年度１２月補正予算：６３４,８００千円
※繰越明許費（３７２,０００千円）

健康福祉部 福祉政策課
福祉政策係
０５６１－７６－８１８４（直通）

赤色のガイド線より下に記載するよう校正をお願いします。

一般会計

住民税非課税世帯等に対して給付金を給付します。

物価高騰の影響を受ける低所得世帯を支援するため、住民税非課税世帯等に対して給付金を給付します。

住民税非課税世帯等価格高騰給付金 ６０９,０００千円

＜対象世帯等＞
① 令和５年度住民税均等割非課税世帯（約６,２００世帯） ：１世帯当たり ７万円
※課税者の被扶養者のみの世帯は対象外

② 令和５年度住民税均等割のみ課税世帯（約１,２００世帯） ：１世帯当たり １０万円
③ こども加算（約１,１００人） ：児童１人当たり ５万円
※①・②世帯で扶養されている１８歳以下の児童

給付に係る事務費 ２５,８００千円

印刷製本費、郵送料、システム改修委託料等

通知等について

通 知：①・②の世帯に確認書を送付
（①令和６年２月予定、②令和６年３～４月予定）
③の通知方法等は検討中

返送期限：確認書発送日から概ね３ヶ月後
給付時期：確認書受領後、概ね３週間で指定口座に振込 ２


